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長
谷
川
晃
教
授
（
法
哲
学
）
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
付
け
で
北
海

道
大
学
理
事
・
副
学
長
（
教
育
等
担
当
）
に
就
任
さ
れ
、
長
年
に
亘
っ
て

所
属
さ
れ
た
本
研
究
科
を
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
理
事
・
副
学
長
の
任

期
終
了
後
、
本
研
究
科
に
復
帰
さ
れ
た
暁
に
は
定
年
退
職
ま
で
あ
と
一
年

を
残
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
同
様
の
例
に
従
い
、
こ
の
機
会
を

区
切
り
と
し
て
本
号
に
て
同
教
授
の
経
歴
と
業
績
を
北
大
法
学
論
集
に
掲

載
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

詳
し
く
は
以
下
に
譲
る
が
、
長
谷
川
晃
教
授
は
一
九
五
四
年
秋
田
県
の

お
生
ま
れ
で
あ
り
、
一
九
七
七
年
に
東
北
大
学
法
学
部
を
卒
業
、
同
年
に

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
に
入
学
さ
れ
、
一
九
七

九
年
に
同
研
究
科
博
士
課
程
に
進
学
、
一
九
八
二
年
に
修
了
さ
れ
た
。
一

九
八
三
年
に
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
以
来
三
四

年
余
り
に
わ
た
り
現
在
も
本
学
の
た
め
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
一
九
九
一
年
に
本
学
法
学
部
教
授
に
昇
進
、
二
〇
〇
三
年
に
本

学
の
組
織
変
更
に
伴
い
本
研
究
科
教
授
と
な
ら
れ
た
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年

か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
本
研
究
科
附
属
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
長
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
総
長
室
企
画
経
営
室

役
員
補
佐
・
総
長
補
佐
お
よ
び
現
代
日
本
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
課
程
設
置
準
備

委
員
会
委
員
長
、
二
〇
一
四
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
は
本
研
究
科
長
・

学
部
長
を
歴
任
さ
れ
た
。

　

本
研
究
科
に
お
い
て
は
基
礎
法
講
座
の
同
僚
と
と
も
に
法
理
論
研
究
会

（
尾
﨑
一
郎
助
教
授
（
当
時
）
着
任
を
機
に
法
哲
学
研
究
会
か
ら
改
称
）

を
立
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
外
に
お

い
て
も
一
九
九
八
年
以
来
日
本
法
哲
学
会
理
事
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
か
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ら
一
二
年
に
か
け
て
日
本
学
術
会
議
連
携
会
員
、
二
〇
一
四
年
か
ら
一
五

年
に
か
け
て
北
海
道
ア
イ
ヌ
生
活
向
上
推
進
方
策
検
討
会
議
委
員
長
な
ど

を
務
め
ら
れ
て
い
る
。

一　

研
究
業
績

　

以
下
で
は
長
谷
川
晃
教
授
の
こ
れ
ま
で
の
経
歴
を
時
系
列
順
に
紹
介
し

な
が
ら
、
そ
の
学
問
の
展
開
過
程
を
い
く
つ
か
の
画
期
に
ま
と
め
て
跡
づ

け
る
こ
と
と
し
た
い
。

一－

一　

法
哲
学
へ
の
関
心
の
芽
生
え

　

長
谷
川
晃
教
授
は
一
九
五
四
年
七
月
七
日
に
秋
田
県
秋
田
市
に
生
ま

れ
、
一
九
七
三
年
三
月
に
秋
田
県
立
秋
田
高
校
を
卒
業
し
た
後
、
同
年
四

月
に
東
北
大
学
法
学
部
に
入
学
さ
れ
た
。
当
時
の
東
北
大
学
法
学
部
に

は
個
性
溢
れ
る
教
官
が
目
白
押
し
で
あ
っ
た
。「
民
法
三
羽
烏
」
と
呼
ば

れ
た
幾
代
通
・
鈴
木
禄
弥
・
広
中
俊
雄
、
憲
法
学
の
小
嶋
和
司
、
比
較
憲

法
の
樋
口
陽
一
、
行
政
法
の
藤
田
宙
靖
、
西
洋
法
制
史
の
世
良
晃
志
郎
、

政
治
思
想
史
の
宮
田
光
雄
、
西
洋
政
治
史
の
池
田
清
各
教
授
ら
錚
々
た
る

教
授
陣
に
よ
る
授
業
は
、
一
つ
一
つ
が
際
立
っ
て
個
性
的
で
あ
り
刺
激
に

富
ん
で
い
た
と
い
う
。
学
生
時
代
の
長
谷
川
教
授
は
、
公
法
、
刑
法
、
基

礎
法
学
、
政
治
学
な
ど
に
特
に
関
心
を
持
た
れ
た
。
学
部
三
年
次
に
、
当

時
西
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
ば
か
り
の
青
井
秀
夫
教
授
の
法
理
学
の

演
習
に
参
加
さ
れ
、
当
時
の
最
新
の
議
論
で
あ
っ
た
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ

テ
ィ
ク
に
接
し
て
、
認
識
論
哲
学
や
法
学
方
法
論
に
大
き
な
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
新
築
の
大
学
図
書
館
に
足
し
げ
く
通
っ
て
は
法
哲

学
関
係
の
図
書
を
読
み
耽
る
日
々
を
過
ご
し
た
と
い
う
。そ
の
よ
う
な
中
、

長
谷
川
教
授
は
一
つ
の
書
物
と
の
邂
逅
を
得
る
。
そ
れ
は
、
碧
海
純
一
・

東
京
大
学
教
授（
当
時
）が
若
い
頃
に
書
き
著
し
た『
法
哲
学
概
論（
初
版
）』

で
あ
り
、
そ
れ
と
の
出
会
い
は
「
自
分
の
世
界
が
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
を
立
て

て
崩
れ
落
ち
る
よ
う
な
」
大
き
な
知
的
衝
撃
と
興
奮
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
一
九
七
七
年
三
月
に
晴
れ
て
東
北
大
学
を
卒
業
し
た
後
、

同
年
四
月
に
、
長
谷
川
教
授
は
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
修

士
課
程
基
礎
法
学
専
攻
（
法
哲
学
）
に
入
学
さ
れ
た
。
指
導
教
官
は
碧
海

教
授
で
あ
っ
た
。

一－

二　

碧
海
シ
ュ
ー
レ
へ
の
入
門
─
─
法
学
方
法
論
研
究

　

東
京
大
学
大
学
院
入
学
後
、
長
谷
川
教
授
は
い
わ
ゆ
る
「
碧
海
シ
ュ
ー

レ
」
の
一
員
と
な
っ
て
、
当
時
碧
海
教
授
の
も
と
に
集
っ
て
い
た
若
手
俊

英
た
ち
と
共
に
法
哲
学
の
理
論
的
研
究
に
励
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
東
北
の
俊
傑
が
や
っ
て
く
る
と
い
っ
て
門
下
生
た
ち
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は
興
味
津
々
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。当
時
の
碧
海
教
授
は
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー

の
哲
学
に
傾
倒
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
長
谷
川
教
授
は
そ
の

著
書
、
と
り
わ
け
『
推
測
と
反
駁
』
や
『
客
観
的
知
識
』
か
ら
大
き
な
影

響
を
受
け
た
。
特
に
『
客
観
的
知
識
』
に
つ
い
て
は
、「
目
か
ら
鱗
が
落

ち
る
と
は
こ
の
こ
と
か
と
思
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、「
碧
海
シ
ュ
ー
レ
」

に
は
、
当
時
東
京
大
学
教
養
学
部
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
長
尾
龍
一
教
授

も
名
を
連
ね
て
お
り
、
同
教
授
の
大
学
院
演
習
で
は
プ
ラ
ト
ン
や
ホ
ッ
ブ

ズ
な
ど
法
思
想
史
に
お
け
る
古
典
を
講
読
し
た
。
ま
た
「
シ
ュ
ー
レ
」
の

仲
間
と
は
、
ル
ソ
ー
や
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
の
読
書
会
で
活
発
に
議
論
を
交
わ

し
、
共
通
の
学
問
的
土
台
を
築
く
と
と
も
に
今
に
続
く
親
交
を
育
ん
だ
。

　

こ
の
間
、
一
九
七
九
年
三
月
に
は
論
文
「
い
わ
ゆ
る
解
釈
学
的
循
環
に

つ
い
て
：
合
理
的
再
構
成
の
試
み
」
で
法
学
修
士
号
を
取
得
し
、
そ
の
後

早
く
も
一
九
八
二
年
一
〇
月
に
は
「
法
的
正
当
化
の
構
成
と
客
観
性
に
つ

い
て
の
一
試
論
：from

 a generic point of view

」
に
よ
っ
て
法
学
博

士
号
を
取
得
さ
れ
た
。
こ
の
前
半
部
は
の
ち
に
一
九
八
五
年
か
ら
八
七
年

に
か
け
て
『
北
大
法
学
論
集
』（
三
五
巻
六
号
、
三
六
巻
五
・
六
号
、
三

七
巻
六
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
課
題
と
さ
れ
て
い
た
の

は
、
法
解
釈
は
い
か
に
し
て
客
観
的
た
り
う
る
の
か
を
、
科
学
哲
学
や
ト

ピ
ク
論
、
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
な
ど
の
最
新
の
成
果
を
踏
ま
え
つ

つ
、法
的
推
論
・
正
当
化
の
実
践
的
構
造
と
と
も
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。

一－

三　

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
奨
学
生
と
し
て
─
─
解
釈
的
法
理
論
の
前
面
化

　

そ
の
後
一
九
八
三
年
七
月
に
、
長
谷
川
教
授
は
北
海
道
大
学
法
学
部
に

助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
三
四
年
間
、
日

本
有
数
の
理
論
法
哲
学
者
と
し
て
本
研
究
科
を
拠
点
と
し
て
活
躍
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

長
谷
川
教
授
は
着
任
後
、
程
な
く
し
て
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
奨
学
生
と
し
て

の
留
学
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
一
九
八
六
年
か
ら
八
八
年
ま
で
の
約
二
年

間
、
ア
メ
リ
カ
で
在
外
研
究
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
年
目
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
・
法
と
社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞
在
さ

れ
た
。
同
セ
ン
タ
ー
で
Ｐ
・
セ
ル
ズ
ニ
ッ
ク
と
Ｐ
・
ノ
ネ
の
主
宰
す
る
法

理
論
の
授
業
な
ど
に
耳
を
傾
け
る
と
と
も
に
、
哲
学
科
の
言
語
哲
学
の

Ｊ
・
サ
ー
ル
や
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
、
道
徳
哲
学
の
Ｓ
・
シ
ェ
フ
ラ

─
ら
の
授
業
に
も
参
加
さ
れ
、
意
見
交
換
を
行
い
つ
つ
研
究
を
深
め
ら
れ

た
。
二
年
目
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
移
ら
れ
、ち
ょ

う
ど
こ
の
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
哲
学
者
Ｔ
・
ネ
ー

ゲ
ル
の
共
同
主
宰
に
よ
る
「
法
と
政
治
理
論
コ
ロ
キ
ウ
ム
」
に
参
加
し
、

当
時
の
ア
メ
リ
カ
法
哲
学
を
賑
わ
わ
せ
て
い
た
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
や
Ｔ
・
ス

キ
ャ
ン
ロ
ン
、
Ｄ
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
、
Ｂ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
Ｃ
・
テ
イ
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ラ
ー
な
ど
の
セ
ミ
ナ
ー
に
も
出
席
さ
れ
た
。ま
た
、ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
や
ネ
ー

ゲ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
主
宰
す
る
授
業
に
も
出
席
さ
れ
、
個
人
面
談
な
ど
も
さ

れ
て
、
二
人
の
哲
学
に
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
特
に
こ
の
頃

『
法
の
帝
国
』
を
著
し
て
「
解
釈
的
転
回
」
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
議
論
に
は
、
学
生
時
代
か
ら
の
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
へ
の

関
心
と
相
俟
っ
て
、
大
き
な
親
近
感
を
覚
え
た
と
い
う
。
実
際
、
こ
れ
以

降
の
長
谷
川
法
哲
学
は
解
釈
的
な
志
向
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
験
を
元
に
、
授
業
・
学
内
行
政
を
精
力
的
に
こ
な
す
中
で

ア
メ
リ
カ
留
学
の
集
大
成
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
の
が
『
権
利
・
価
値
・
共

同
体
』（
一
九
九
一
年
）
で
あ
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
権
利
論
を
踏
ま
え

つ
つ
、
権
利
を
公
正
の
理
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
さ
ら

に
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
に
お
け
る
我
々
の
権
利
実
践

を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
権
利
に
は
個
人
中
心
性
、
優
先
性
、
非
還
元
性
と

い
う
三
つ
の
固
有
の
性
質
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
適
切
に
説
明
す
る
た
め

に
は
、
功
利
主
義
と
行
為
者
基
底
的
理
論
（
ゲ
ワ
ー
ス
、
ロ
マ
ス
キ
ー
）

の
い
ず
れ
も
不
十
分
で
あ
り
、
権
利
を
個
人
指
向
的
な
か
た
ち
で
個
別
化

さ
れ
た
社
会
的
な
政
治
価
値
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
説
明
を
与
え
る
の
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
権
利
論
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に

は
「
等
し
い
尊
重
と
配
慮
」
と
い
う
平
等
主
義
的
理
念
が
が
あ
る
。
し
か

し
、
平
等
が
果
た
し
て
基
底
的
な
価
値
理
念
で
あ
る
か
否
か
は
論
争
的
で

あ
り
、
ま
た
平
等
理
念
か
ら
の
権
利
の
導
出
過
程
に
も
問
題
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
平
等
に
代
わ
る
権
利
の
基
底
に
あ
る
価
値
理
念
と
し
て
公
正
が
見

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
踏
ま
え
、
一
方
で
自
由
尊

重
主
義
（
リ
バ
タ
リ
ア
ン
）・
保
守
主
義
、
他
方
で
共
同
体
主
義
・
平
等

主
義
に
応
答
し
つ
つ
、
権
利
基
底
的
な
社
会
秩
序
構
築
の
可
能
性
が
摸
索

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
権
利
・
価
値
・
共
同
体
』
が
評
価
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
長
谷
川
教
授
は
一
九
九
一
年
二
月
に
本
学
部
教
授
に
昇
任
さ

れ
る
と
と
も
に
秋
田
県
出
身
の
優
れ
た
研
究
者
に
与
え
ら
れ
る
山
下
太
郎

学
術
奨
励
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

教
授
昇
任
後
も
執
筆
活
動
は
休
む
こ
と
な
く
、
法
思
考
の
理
論
と
権
利

論
、
さ
ら
に
は
正
義
論
・
平
等
論
に
係
る
論
文
を
次
々
に
発
表
さ
れ
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
第
二
の
著
書
『
解
釈
と
法
思
考
』（
一
九
九
六
年
）、
さ
ら

に
第
三
の
著
書
『
公
正
の
法
哲
学
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
収
載
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。『
解
釈
と
法
思
考
』
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
修
士
論

文
以
来
の
法
的
判
断
の
客
観
性
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
解
釈
と
価
値
の

関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、法
解
釈
・

法
的
正
当
化
を
他
の
領
域
を
含
め
一
般
に
見
ら
れ
る
解
釈
実
践
・
正
当
化

実
践
と
連
続
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
の
特
殊
性
を
規
制
理

念
と
し
て
の
法
の
も
つ
公
共
性
な
ど
に
求
め
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
そ
し



長谷川晃教授の経歴と業績

北法68（5・177）1229

て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
学
的
法
理
論
を
そ
の
限
界
を
見
据
え
つ
つ
参

照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
解
釈
は
具
体
的
な
文
脈
に
お
い
て
対
話
的
に
な

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
（
解
釈
的
対
話
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
解

釈
に
開
か
れ
た
制
度
と
し
て
の
制
定
法
の
体
系
の
理
解
へ
と
具
体
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

他
方
『
公
正
の
法
哲
学
』
は
、
法
的
正
当
化
を
め
ぐ
る
争
い
が
正
義
の

最
善
の
解
釈
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

出
発
点
と
す
る
。
正
義
が
規
範
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
お
い
て
基
底
的
な
位

置
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
さ
ら
に
公
共
的
価
値
と
し
て
の

自
由
・
平
等
・
効
率
性
の
ト
リ
プ
レ
ッ
ク
ス
が
こ
の
正
義
と
い
う
、
よ
り

高
次
の
価
値
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
は
自

己
形
成
の
基
盤
の
公
共
的
保
障
（
自
立
へ
の
均
し
い
ア
ク
セ
ス
）
を
軸
と

し
た
分
配
的
正
義
論
へ
と
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
高
次
の
価
値
と
し
て
の

正
義
が
公
正
の
理
念
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
導
く
。

し
か
し
、
か
く
あ
る
法
や
正
義
が
受
容
さ
れ
る
た
め
は
、
一
定
の
社
会
的

条
件
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
正
義
が
社
会
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る

た
め
の
条
件
と
し
て
は
、
他
者
の
相
互
尊
重
を
導
く
「
共
鳴
」、
共
有
さ

れ
た
基
本
的
価
値
の
解
釈
実
践
で
あ
る
「
闡
明
」、
自
己
利
益
の
追
求
手

段
と
し
て
の
協
調
を
超
え
、
正
当
な
正
義
の
闡
明
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
価

値
志
向
的
な
「
協
同
」
の
三
つ
が
示
さ
れ
る
。
同
時
に
、
高
次
の
価
値
と

し
て
の
正
義
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
が
、
社
会
に
お
い
て
相
剋
す
る
諸
価

値
の
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
と
と
も
に
、

東
ア
ジ
ア
の
非
西
洋
社
会
が
抱
え
る
問
題
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は

さ
ら
に
、
日
本
社
会
に
お
い
て
い
か
に
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
観
を
内
面

化
し
た
「
市
民
」
を
創
出
す
る
か
と
い
う
課
題
へ
と
つ
な
が
る
。

　

以
上
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
冊
の
著
書
は
『
権
利
・
価
値
・

共
同
体
』
に
お
い
て
擁
護
さ
れ
た
権
利
基
底
的
な
社
会
秩
序
の
基
礎
を
、

法
や
正
義
を
め
ぐ
る
我
々
の
実
践
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ

ら
に
深
く
探
求
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
収
録
さ
れ
（
ま
た
選
に
漏
れ
）
た
個
々
の
論
攷
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
雑
駁
な
ま
と
め
を
拒
む
ほ
ど
の
幅
広
い
関
心
と
ユ

ニ
ー
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
、
周
到
な
議
論
に
よ
っ
て
問
題
が
解
か

れ
て
い
く
さ
ま
は
圧
巻
で
す
ら
あ
る
。

一－

四　

イ
ギ
リ
ス
で
の
在
外
研
究
─
─
「
異
法
融
合
」
へ
の
関
心

　

こ
の
時
期
の
長
谷
川
教
授
は
、
二
冊
の
著
書
の
出
版
と
並
行
し
て
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
社
会
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
や
国
立
台
湾
大
学
法
学

院
、
客
員
教
授
と
し
て
米
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
を
訪

ね
ら
れ
、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
摸
索
し
て
も
お
ら
れ
た
。
大
き
な
転
機

と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
、
文
科
省
在
外
研
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究
助
成
を
得
て
、
英
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
法

と
政
治
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞
在
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。『
公
正
の
法
哲
学
』

を
刊
行
後
、
教
授
の
関
心
は
種
々
の
法
価
値
の
思
想
史
的
背
景
の
問
題
へ

と
向
か
い
、
そ
れ
に
取
り
組
む
た
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
研
究
が
有
意
義

と
考
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
思
惑
通
り
、
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
方
で
Ｊ
・

ベ
ン
サ
ム
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
中
で
あ
り
、
他
方
で
法
理
論
セ

ミ
ナ
ー
も
開
催
さ
れ
、
旧
知
の
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ほ
か
、
一
般
法
理

学
の
Ｗ
・
ト
ワ
イ
ニ
ン
グ
、
政
治
哲
学
の
Ｊ
・
ウ
ル
フ
、
法
思
想
史
の
Ｆ
・

ロ
ー
ゼ
ン
や
Ｐ
・
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
な
ど
各
分
野
を
代
表
す
る
研
究
者
と

の
面
談
や
議
論
を
通
じ
て
新
鮮
な
刺
激
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
中
で
、ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
・

ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
た
め
半
期
の
セ
ミ
ナ
ー
を
主
宰
し
て
お
り
、
長
谷

川
教
授
は
そ
れ
に
出
席
す
る
と
と
も
に
、
個
人
的
な
面
談
な
ど
を
通
し
て

縁
を
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
。
滞
在
中
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
Ｊ
・
ラ
ズ
や
Ｊ
・

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
講
演
を
聞
く
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き

カ
ナ
ダ
の
比
較
法
学
者
Ｈ
・
パ
ト
リ
ッ
ク
・
グ
レ
ン
の
著
し
た
『
世
界
の

法
伝
統
』
の
初
版
に
出
会
い
、
研
究
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
そ
う
で
あ

り
、
そ
の
後
、
親
交
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

帰
国
後
の
長
谷
川
先
生
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
四
年
間
、
本
研
究
科
附

属
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
二
代
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
種
々
の
講
演
会
や
研
究
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
セ
ミ
ナ
ー

等
を
企
画
・
開
催
し
て
、
本
研
究
科
の
研
究
教
育
活
動
の
活
性
化
に
尽
力

さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
五
年
間
の
大
型
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｓ
）「
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
と
主
体
的
法
形
成

の
研
究
」
の
代
表
と
し
て
、
本
研
究
科
基
礎
法
学
講
座
の
同
僚
ら
を
率
い

て
共
同
研
究
を
進
め
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
た

の
は
「
異
法
融
合
の
秩
序
学
」
で
あ
り
、
こ
の
「
異
法
融
合
」
と
い
う
中

核
的
概
念
は
そ
の
後
の
長
谷
川
教
授
の
研
究
を
導
く
も
の
と
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
著
作
の
中
で
は
、
社
会
に
お
い
て
法
や
正
義
が
受
容
さ
れ

る
た
め
の
条
件
は
何
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
み
つ
つ
、
さ
ら
に
進
ん
で

個
々
の
社
会
の
置
か
れ
た
状
況
の
違
い
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
異

法
融
合
」
と
い
う
観
点
の
導
入
は
、
日
本
に
典
型
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
な

法
継
受
や
法
変
容
の
過
程
を
、
単
に
受
動
的
で
一
方
的
な
法
の
輸
入
と
し

て
で
は
な
く
、
当
該
社
会
の
法
主
体
に
よ
る
積
極
的
な
再
構
成
の
動
態
と

し
て
理
解
す
る
と
い
う
含
意
を
も
つ
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
法
理

論
・
法
史
学
・
比
較
法
な
ど
の
諸
領
域
を
貫
通
す
る
ク
レ
オ
ー
ル
的
観
点

に
立
ち
、
そ
れ
を
法
の
一
般
理
論
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ

の
最
終
的
な
成
果
は
二
〇
一
二
年
に
『
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
序
説
』
と
し
て

北
海
道
大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
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関
係
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
が
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、

日
本
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
各
国
で
も
大
き
な
関
心
を
集
め
た
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
扱
わ
れ
た
幅
広
い
テ
ー
マ
の
う
ち
、
長
谷
川
教
授
が
関
心

を
寄
せ
ら
れ
た
の
は
「
異
法
融
合
」
の
要
を
成
す
規
範
翻
訳
の
問
題
で
あ

り
、
な
か
ん
ず
く
法
的
観
念
が
ど
の
よ
う
な
過
程
・
状
況
に
お
い
て
、
い

か
な
る
主
体
的
解
釈
の
営
み
を
通
じ
て
翻
訳
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
は
、
解
釈
的
視
座
か
ら
こ
れ
ま
で
取
り

組
ん
で
き
た
社
会
と
法
や
価
値
と
の
関
わ
り
を
歴
史
的
動
態
の
中
で
位
置

づ
け
、
議
論
の
射
程
を
拡
張
す
る
と
い
う
意
義
を
有
し
て
お
り
、
現
在
に

至
る
ま
で
の
教
授
の
学
問
的
関
心
に
大
き
な
広
が
り
を
与
え
て
い
る
と
い

え
る
。

　
「
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
過
程
で
は
、上
記
『
世

界
の
法
伝
統
』
の
著
者
で
あ
る
グ
レ
ン
教
授
と
の
研
究
交
流
が
始
ま
り
、

二
〇
〇
五
年
に
長
谷
川
教
授
が
加
マ
ッ
ギ
ル
大
学
の
研
究
室
を
訪
ね
た
の

を
皮
切
り
に
、
グ
レ
ン
教
授
が
二
〇
〇
六
年
に
本
学
を
訪
問
、
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
も
同
席
し
て
意
見
を
交
換
す
る
な
ど
親
交
を
深
め
、
交
流
は

二
〇
一
四
年
に
グ
レ
ン
教
授
が
急
逝
す
る
ま
で
続
い
た
。
グ
レ
ン
の
「
持

続
可
能
で
多
様
な
法
伝
統
」と
い
う
観
念
は
、長
谷
川
教
授
に
と
っ
て
は
、

特
定
の
歴
史
的
時
点
に
お
い
て
法
価
値
の
意
義
を
形
成
し
正
当
化
す
る
解

釈
的
営
為
を
支
え
る
文
脈
的
条
件
（「
背
景
的
価
値
体
」）
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
、
大
き
な
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
教
授
の
国
際
的
な
交
流
・

活
躍
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
〇
〇
五
年
に
瑞
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
・
ス

イ
ス
比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
と
交
流
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
八

年
に
英
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）
ス
ウ
ォ
ン
ジ
ー
大
学
法
学
院
、
二
〇
〇
八
年
に

は
米
コ
ー
ネ
ル
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
客
員
教
授
に
招
聘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
も
招

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
英
語
論
文
も
多
く
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
研
究

活
動
は
国
境
を
超
え
た
広
が
り
を
見
せ
現
在
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

長
谷
川
教
授
は
現
在
の
理
事
・
副
学
長
の
激
務
の
中
で
も
法
哲
学
へ
の

関
心
を
堅
持
し
て
お
ら
れ
る
。
教
授
は
、
願
望
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

依
頼
原
稿
も
含
め
英
文
論
文
を
あ
と
数
本
著
し
、
こ
れ
ま
で
の
英
語
論
文

を
編
ん
で
公
刊
し
、
さ
ら
に
規
範
の
哲
学
に
係
る
「
小
著
」
を
ま
と
め
る

こ
と
を
企
図
し
て
お
ら
れ
る
。
長
谷
川
教
授
の
法
哲
学
は
、
そ
の
と
き
に

完
成
を
見
る
の
で
あ
ろ
う
。

二　

教
育
お
よ
び
学
内
外
行
政

　

巨
大
な
学
問
的
貢
献
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
谷
川
教
授
の
研
究
者
と
し

て
の
責
任
感
は
そ
れ
の
み
へ
の
専
心
を
良
し
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
教
授
の
薫
陶
を
受
け
た
多
く
の
後
進
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
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の
中
核
的
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
大
学
院
に
お
い
て
主
指
導
教
員
と
し

て
指
導
を
受
け
、
そ
の
後
研
究
者
と
な
っ
た
者
こ
そ
い
な
い
が
、
副
指
導

教
員
と
し
て
主
指
導
教
員
の
今
井
弘
道
教
授
（
現
在
は
本
学
名
誉
教
授
）

と
と
も
に
熱
心
に
指
導
に
当
た
ら
れ
、八
名
の
法
哲
学
研
究
者
を
育
て
た
。

こ
れ
以
外
に
、
長
谷
川
教
授
の
指
導
の
下
で
修
士
課
程
を
修
了
し
な
が
ら

研
究
者
以
外
の
進
路
を
選
ん
だ
大
学
院
生
は
七
名
に
上
る
。
そ
し
て
、
他

の
基
礎
法
学
分
野
、
実
定
法
学
で
、
さ
ら
に
は
学
部
を
超
え
て
、
本
研
究

科
で
学
ん
だ
大
学
院
生
、
さ
ら
に
は
若
手
・
中
堅
教
員
の
う
ち
に
は
、
演

習
や
研
究
会
な
ど
に
お
い
て
教
授
の
謦
咳
に
接
し
、
そ
の
温
厚
か
つ
気
遣

い
に
溢
れ
た
お
人
柄
、
そ
し
て
誠
実
な
学
問
気
風
か
ら
大
き
な
影
響
を
受

け
た
者
が
少
な
く
な
い
。

　

周
囲
の
信
望
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
学
内
に
お
い
て
も
教
授
に
閑
を
得

る
こ
と
を
許
さ
ず
、
二
〇
一
一
年
か
ら
約
四
年
間
、
北
海
道
大
学
本
部
総

長
室
・
企
画
経
営
室
役
員
補
佐
を
務
め
ら
れ
た
後
、
二
〇
一
四
年
か
ら
の

二
年
間
は
本
研
究
科
長
・
学
部
長
と
し
て
重
責
を
担
わ
れ
た
。
折
し
も
こ

の
時
期
は
国
立
大
学
法
人
中
期
計
画
・
目
標
期
間
の
第
三
期
開
始
を
目
前

に
し
て
お
り
、
教
授
は
大
学
本
部
お
よ
び
本
研
究
科
・
学
部
の
二
つ
の
異

な
っ
た
組
織
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
計
画
・
目
標
の
策
定
に
そ
の
辣
腕
を
発

揮
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
理
事
・
副
学
長
に
な
ら
れ
た
今
、
奇

し
く
も
自
ら
こ
の
計
画
・
目
標
の
実
施
を
指
揮
す
る
側
に
立
た
れ
て
い
る
。

本
研
究
科
長
・
学
部
長
時
代
に
独
断
的
な
大
学
運
営
に
対
し
て
筋
の
通
っ

た
批
判
を
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
長
谷
川

教
授
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
総
長
か
ら
の
信
任
も
非
常
に

厚
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
多
忙
な
毎
日
を
送
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
学
会
運
営
へ
の
貢
献
も
多
大
で
あ
り
、
日
本
法
哲
学
会
理

事
を
す
で
に
二
〇
年
以
上
務
め
ら
れ
て
い
る
他
、
そ
の
誠
実
な
仕
事
ぶ
り

は
学
会
・
学
界
の
垣
根
を
超
え
て
多
く
の
研
究
者
の
堅
い
信
頼
を
得
て
い

る
。三　

経
歴

一
九
五
四
年
七
月　
　

秋
田
県
に
生
ま
れ
る

一
九
七
七
年
三
月　
　

東
北
大
学
法
学
部
卒
業

　
　
　

同
年
四
月　
　

 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程

入
学

一
九
七
九
年
三
月　
　

同
修
了　

修
士
（
法
学
）

　
　
　

同
年
四
月　
　

 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程

入
学

一
九
八
二
年
一
〇
月　

同
修
了　

博
士
（
法
学
）

一
九
八
三
年
七
月　
　

北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
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一
九
八
六
年
九
月
～
八
八
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
法
と
社
会

研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
・

ス
ク
ー
ル
法
・
哲
学
・ 

社
会
理
論
プ
ロ
グ
ラ
ム

客
員
研
究
員

一
九
九
一
年
二
月　
　

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

一
九
九
八
年
九
月　
　

 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
社
会
科
学
研
究
院
哲

学
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ビ
ジ
タ
ー

二
〇
〇
二
年
三
月　
　

 

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
Ｊ
・
Ｂ
・

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
客
員
教
授

二
〇
〇
二
年
九
月
～
〇
三
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

政
治
・
法
・
社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員

二
〇
〇
三
年
四
月　
　

 

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
（
組
織
変

更
）

二
〇
〇
四
年
四
月
～
〇
八
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

法
学
研
究
科
附
属
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

長

二
〇
〇
五
年
六
月　
　

ス
イ
ス
比
較
法
研
究
所
・
ビ
ジ
タ
ー

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
～
〇
九
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ウ
ォ
ン
ジ
ー
大
学
法
学
院
客
員
教
授

二
〇
一
〇
年
八
月
～
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

コ
ー
ネ
ル
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ク
ラ
ー
ク
東
ア

ジ
ア
法
・
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
モ
リ
・
ハ
マ
ダ
＆

マ
ツ
モ
ト
特
別
訪
問
教
授

二
〇
一
一
年
四
月
～
一
四
年
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

北
海
道
大
学
総
長
室
企
画
経
営
室
役
員
補
佐
・
総

長
補
佐

二
〇
一
三
年
四
月
～
一
五
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

北
海
道
大
学
現
代
日
本
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
課
程
設
置

準
備
委
員
会
委
員
長

二
〇
一
四
年
一
二
月
～
一
六
年
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
学
研
究
科
長
・
法
学
部
長

二
〇
一
七
年
四
月
～
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
大
学
理
事
・
副
学
長
（
教
育
等
担
当
）
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四　

業
績
一
覧

［
著
書
・
論
文
等
］

一
九
八
四
年

長
谷
川
晃
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
ト
リ
レ
ン
マ
」
木
鐸
二
号
、
六－

七

頁
一
九
八
五
年

長
谷
川
晃
「
法
的
正
当
化
の
構
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
日
本
法
哲
学
会

編　

法
哲
学
年
報
一
九
八
四
『
権
利
論
』（
有
斐
閣
）、
一
二
四－

一
四

一
頁

長
谷
川
晃
「
事
実
と
価
値
─
『
非－

倫
理
的
』
観
点
か
ら
の
ノ
ー
ト
─
」、

上
原
行
雄
・
長
尾
龍
一
編
『
自
由
と
規
範
─
法
哲
学
の
現
代
的
展
開
』

（
東
京
大
学
出
版
会
）、
一
七
七－

二
〇
三
頁

長
谷
川
晃
「
法
的
正
当
化
の
構
成
と
客
観
性
に
つ
い
て
の
一
試
論－
一－

（
一
） 

─from
 a generic point of view

─
」
北
大
法
学
論
集
三
五

巻
六
号
、
八
四
九－

九
五
九
頁

一
九
八
六
年

長
谷
川
晃
「
法
的
正
当
化
の
構
成
と
客
観
性
に
つ
い
て
の
一
試
論－

一－

（
二
）
─from

 a generic point of view

─
」
北
大
法
学
論
集
三
六

巻
五
・
六
号
、
一
四
八
九－

一
五
五
八
頁

一
九
八
七
年

長
谷
川
晃
「
法
的
正
当
化
の
構
成
と
客
観
性
に
つ
い
て
の
一
試
論－

一－

（
三
完
）
─from

 a generic point of view

─
」
北
大
法
学
論
集
三

七
巻
六
号
、
八
二
五－

八
九
二
頁

一
九
八
九
年

長
谷
川
晃
「
平
等
・
人
格
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
─
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
平

等
論
を
め
ぐ
っ
て
」
思
想
七
七
五
号
、
五
三－

八
一
頁

K
o H

asegaw
a, “T

he Plasticity of Persons and the Concept of 

Rights” 

北
大
法
学
論
集
三
九
巻
五
・
六
号
、
一
五
四
九－

一
五
二
九

頁
長
谷
川
晃
「
権
利
の
観
念
は
無
意
味
か
？
─Jerem

y W
aldron: 

N
onsense upon Stilts, Chapter 6

へ
の
注
釈
と
若
干
の
検
討
」
北

大
法
学
論
集
四
〇
巻
二
号
、
四
二
七－

四
五
四
頁

一
九
九
〇
年

長
谷
川
晃
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
要
略
」
法
哲
学
年
報
一
九
八
九
『
法
的
思
考
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の
現
在
』（
有
斐
閣
）、
一
〇
八－

一
一
四
頁

一
九
九
一
年

長
谷
川
晃
『
権
利
・
価
値
・
共
同
体
』（
弘
文
堂
）

長
谷
川
晃
（
共
著
）「
ア
メ
リ
カ
憲
法
訴
訟
基
礎
論
─
ペ
リ
ー
教
授
北
大

講
演
リ
ポ
ー
ト
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
二
号
、
一
一
六－

一
二
五
頁

長
谷
川
晃「『
準
拠
枠
の
神
話
』を
越
え
る
道
」ポ
パ
ー
・
レ
タ
ー
三
巻
二
号
、

一－

三
頁

一
九
九
二
年

長
谷
川
晃
「
実
践
的
推
論
と
『
法
と
経
済
学
』
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
法
哲
学

年
報
一
九
九
一
『
実
践
理
性
と
法
』（
有
斐
閣
）、
一
〇
五－

一
〇
八
頁

長
谷
川
晃
「
法
の
モ
ラ
ル
」
大
庭
健
他
編
著
『
道
徳
の
理
由
』（
昭
和
堂
）、

一
二
四－

一
四
五
頁

長
谷
川
晃「
法
に
お
け
る〈
証
明
〉」数
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
二
年
一
月
号
、

四
四－

四
八
頁

一
九
九
三
年

長
谷
川
晃
「
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
北
大
法
学
論
集

四
三
巻
五
号
、
一
二
六
六－

一
二
四
五
頁

長
谷
川
晃
「
法
に
お
け
る
解
釈
的
転
回
（the interpretive turn

）」
法

社
会
学
年
報
四
五
号
『
法
の
解
釈
と
法
社
会
学
』、
二
四－

三
六
頁

長
谷
川
晃
「［
書
評
］M

. A
. Glendon: Rights T

alk

」
国
家
学
会
雑
誌

一
〇
六
巻
一
・
二
合
併
号
、
一
六
三－

一
六
四
頁

一
九
九
四
年

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
Ｊ
・
ラ
ズ
：
権
威
と
し
て
の
法
」
図
書
新
聞
二
二

二
八
号
、
四
頁

長
谷
川
晃
「
解
釈
的
対
話
の
可
能
性
」
思
想
八
四
三
号
、
二
二－

四
二
頁

長
谷
川
晃
「〈
公
正
な
市
場
〉
の
法
」
法
哲
学
年
報
一
九
九
三
『
市
場
の

法
哲
学
』、
六－

二
〇
頁

一
九
九
五
年

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
Ｒ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
：
法
の
帝
国
」
週
刊
読
書

人
二
一
一
一
号
、
四
頁

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
松
浦
好
治
：
法
と
比
喩
・
森
村
進
：
財
産
権
の
理
論
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
五
号
、
一
八
六－

一
八
七
頁

一
九
九
六
年

長
谷
川
晃
『
解
釈
と
法
思
考
』（
日
本
評
論
社
）
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K
o H

asegaw
a, “O

pen and Closed Relativism
 (1)” 

ポ
パ
ー
・
レ
タ
ー

八
巻
二
号
、
六－

八
頁

一
九
九
七
年

K
o H

asegaw
a, “O

pen and Closed Relativism
 (2)” 

ポ
パ
ー
・
レ
タ
ー

九
巻
一
号
、
五－

七
頁

長
谷
川
晃
「
統
一
テ
ー
マ
〈
多
文
化
時
代
と
法
秩
序
〉
に
つ
い
て
」
法
哲

学
年
報
一
九
九
六
『
多
文
化
時
代
と
法
秩
序
』（
有
斐
閣
）、
一－

五
頁

長
谷
川
晃
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
要
略
」
同
上
『
多
文
化
時
代
と
法
秩
序
』、

一
一
二－

一
一
九
頁

長
谷
川
晃
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
断
裂
」
あ
う
ろ
ー
ら
八
号
、
一
七
六－

一

八
二
頁

長
谷
川
晃
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
正
義
論
」
法
の
理
論
一
七
号
、
四
七

－

七
八
頁

一
九
九
八
年

長
谷
川
晃「
市
民
の
時
代
の
公
共
哲
学
」今
井
弘
道
編『「
市
民
」の
時
代
』

（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）、
一
五
九－

一
九
八
頁

K
o H

asegaw
a, “Legal R

easoning and Interpretation of 

Justice”

、
北
大
法
学
論
集
四
八
巻
五
号
三
一
二－

三
三
〇
頁

一
九
九
九
年

長
谷
川
晃
編
『
北
大
法
学
部
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〈
四
〉
市
民
的
秩
序
の
ゆ
く

え
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）

長
谷
川
晃
「
正
義
は
い
か
に
受
容
さ
れ
る
か
」、
同
上
『
北
大
法
学
部
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
〈
四
〉
市
民
的
秩
序
の
ゆ
く
え
』、
一
六
五－

二
一
〇
頁

長
谷
川
晃
「
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
法
の
形
成
」
北
大
法
学
論
集

五
〇
巻
三
号
、
二
六
一－

二
七
八
頁

二
〇
〇
〇
年

長
谷
川
晃「
公
共
的
観
点
と
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
論
」三
島
淑
臣
ほ
か
編『
人

間
の
尊
厳
と
現
代
法
理
論
』（
成
文
堂
）、
四
五
五－

四
七
九
頁

長
谷
川
晃
「〈
法
〉
の
解
釈
的
再
構
成
、
あ
る
い
は
法
哲
学
教
育
の
意
義

─
一
研
究
者
の
視
角
か
ら
」
月
刊
司
法
改
革
一
巻
一
一
号
、
二
二－

二

五
頁

長
谷
川
晃「［
書
評
］Ｋ
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
：
開
か
れ
た
宇
宙
」思
想
九
一
一
号
、

一
四
四－

一
四
八
頁

二
〇
〇
一
年

長
谷
川
晃
『
公
正
の
法
哲
学
』（
信
山
社
）

長
谷
川
晃
「
よ
き
生
と
正
義
」
法
の
理
論
二
一
号
、
二
一
九－

二
二
五
頁
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長
谷
川
晃
「
二
一
世
紀
の
〈
法
の
概
念
〉」
日
本
学
術
会
議
北
海
道
地
区

会
議
ニ
ュ
ー
ス
三
四
号
、
二－

三
頁

長
谷
川
晃
「
二
一
世
紀
の
価
値
多
元
社
会
と
法
の
哲
学
を
求
め
て
」
学
術

の
動
向
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
号
、
七
〇－

七
二
頁

長
谷
川
晃
「
地
域
教
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
学

術
の
動
向
二
〇
〇
一
年
一
一
月
号
、
七
五－

七
八
頁

K
o H

asegaw
a, “Constitutional Gaps in Japan”, Proceedings of 

the K
yoto A

m
erican Studies Sum

m
er Sem

inar 2000, Center 

for A
m

erican Studies, Ritsum
eikan U

niversity, p.77-81

二
〇
〇
二
年

長
谷
川
晃
「
多
元
的
自
我
と
リ
ベ
ラ
ル
な
法
共
同
体
」 
佐
々
木
毅
・
金
泰

昌
編
『
二
一
世
紀
公
共
哲
学
の
地
平
』（
東
京
大
学
出
版
会
）、
二
二
一

－

二
四
四
頁
。

長
谷
川
晃
「
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
ポ
パ
ー
哲
学
研
究
会

編
『
批
判
的
合
理
主
義
〈
二
〉
応
用
的
諸
問
題
』（
未
来
社
）、
二
二
一

－

二
四
四
頁
。

長
谷
川
晃
「
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
倫
理
的
責
任
論
」
海
外
社
会

保
障
研
究
一
三
八
号
、
三
四－

四
二
頁

長
谷
川
晃
「
法
解
釈
と
正
義
論 

─
法
哲
学
の
視
角
か
ら
─
」
法
律
時
報

二
〇
〇
二
年
八
月
号
、
七
九－

八
三
頁

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
平
野
仁
彦
・
亀
本
洋
・
服
部
高
宏
著
：
法
哲
学
」

法
学
教
室
二
〇
〇
二
年
九
月
号
、
六
四
頁

K
o H

asegaw
a, “T

he P
erm

eation of V
alues and the 

T
ransform

ation of Law
 in A

sian Societies”, P
roceedings of 

the 4th Conference on E
ast A

sian Jurisprudence, U
niversity 

of H
ong K

ong, V
ol. 1, pp.1-24

K
o H

asegaw
a, “Environm

ent as Com
m

on Good and Equality 

am
ong Generations”, T

he PIE
 D

iscussion Paper, N
o. 98

二
〇
〇
三
年

長
谷
川
晃
「
市
場
に
お
け
る
法
的
正
義
と
は
何
か
」
法
律
時
報
七
五
巻
一

号
、
二
五－

二
九
頁

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
：
平
等
と
は
何
か
＋
小
泉
良
幸
：

リ
ベ
ラ
ル
な
法
共
同
体
」
週
刊
読
書
人
二
四
六
八
号

K
o H

asegaw
a, “T

he Structuration of Law
 and Its W

orking in 

the Japanese Legal System
”, J. V

anderlinden et al. eds., La 

Structure des System
es Juridiques, Em

ile Bruylant, pp.319-349
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二
〇
〇
四
年

長
谷
川
晃
・
角
田
猛
之
編
『
ブ
リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
法
哲
学
』（
信
山
社
）

長
谷
川
晃
「〈
競
争
的
繁
栄
〉
と
知
的
財
産
法
原
理
」
知
的
財
産
法
政
策

学
研
究
三
号
、
一
七－

三
四
頁

長
谷
川
晃「
仮
想
的
保
険
と
倫
理
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」法
の
理
論
二
三
号
、

一
三－

三
六
頁

長
谷
川
晃
「〈
憲
法
と
民
法
〉
と
法
概
念
の
問
題
」
法
律
時
報
九
四
〇
号
、

七
八－

八
一
頁

長
谷
川
晃
「
公
正
な
法
と
そ
の
公
共
性
」
早
稻
田
政
治
經
濟
學
雜
誌
三
五

七
号
、
二
三－

三
七
頁

長
谷
川
晃
「
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
倫
理
的
責
任
論
」
塩
野
谷
祐

一
ほ
か
編
『
福
祉
の
公
共
哲
学
』
一
二
一－

一
三
九
頁

K
o H

asegaw
a, “O

n Prof. W
ill K

ym
licka’s T

hinking about 

the Rights of Indigenous People”, A
rchiv für R

echts- und 

Sozialphilosophie, Beiheft 96, pp.85-93

K
o H

asegaw
a, “H

um
an W

ell-being and Public Provision” 
北
大

法
学
論
集
五
四
巻
六
号
、
四
〇
四－

四
三
二
頁

二
〇
〇
五
年

長
谷
川
晃「［
書
評
］田
中
成
明
編
：
現
代
法
の
展
望
─
自
己
決
定
の
諸
相
」

書
斎
の
窓
二
〇
〇
五
年
三
月
号
、
四
八－

五
一
頁

長
谷
川
晃
「
法
と
市
場
の
間
」
稗
貫
俊
文
ほ
か
編
『
厚
谷
襄
児
先
生
古
稀

記
念
論
集 

競
争
法
の
現
代
的
諸
相
（
上
）』（
信
山
社
）、
五
七－

八
一

頁
長
谷
川
晃「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム〈
競
争
秩
序
へ
の
多
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ（
一
）〉：

報
告
二
〈
法
と
市
場
の
間
〉」
北
大
法
学
論
集
五
六
巻
一
号
、
二
一
四

－

二
三
〇
頁

長
谷
川
晃
「
法
的
空
間
の
多
元
重
層
性
」
民
商
法
雑
誌
一
三
三
巻
三
号
、

四
四
七－

四
六
八
頁

二
〇
〇
六
年

長
谷
川
晃
「
規
範
衝
突
の
解
釈
学
」
法
学
六
九
巻
六
号
、
九
七
九－

一
〇

一
〇
頁

長
谷
川
晃
「
主
体
・
法
・
正
義
─
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」

法
社
会
学
六
四
号
、
八
六－

一
〇
一
頁

長
谷
川
晃
「
法
学
教
育
の
行
方
─
国
際
シ
ン
ポ
〈
法
学
教
育
改
革
：
反
省

と
展
望
〉
に
参
加
し
て
」
法
学
教
室
三
〇
八
号
、
六－

七
頁

長
谷
川
晃
「
共
通
善
・
時
間
・
責
任
」 

鈴
村
興
太
郎
編
『
世
代
間
衡
平
性

の
論
理
と
倫
理
』（
東
洋
経
済
新
報
社
）、
三
〇
三－

三
三
六
頁

長
谷
川
晃
「
共
通
善
・
私
的
善
・
公
共
善
」
金
泰
昌
ほ
か
編
『
世
代
間
関
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係
か
ら
考
え
る
公
共
性
』（
東
大
出
版
会
）、
三
七－

六
八
頁

長
谷
川
晃
「
先
住
民
の
知
的
財
産
保
護
に
お
け
る
哲
学
的
文
脈
」
知
的
財

産
法
政
策
学
研
究
一
三
号
、
二
七－

五
一
頁

長
谷
川
晃
「〈
法
の
支
配
〉
と
い
う
規
範
伝
統
」（
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
五

『
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
』（
有
斐
閣
）、
一
八－

二
八
頁

K
o H

asegaw
a, “Legal Education Reform

 and the Idea of Law
: 

General Rem
arks for the International Conference on Legal 

Education Reform
” W

isconsin International L
aw

 Journal, 

V
ol.24, N

o.1, pp.23-29

二
〇
〇
七
年

長
谷
川
晃
「〈
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
〉
の
概
念
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
」
北

大
法
学
論
集
五
八
巻
三
号
、
二
四
四－

二
六
九
頁

長
谷
川
晃
「［
書
評
］
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
法
─
政
治
哲
学
の

包
括
的
検
討
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
六－

二
号
、
三
〇
七－

三
一
一
頁

二
〇
〇
八
年

長
谷
川
晃
「
解
釈
的
法
思
考
の
基
底
」
青
井
秀
夫
・
陶
久
利
彦
編
『
ド
イ

ツ
法
理
論
と
の
対
話
』（
東
北
大
学
出
版
会
）、
三
〇
三－

三
三
一
頁

長
谷
川
晃
「
法
が
生
ま
れ
る
と
き
：
法
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ
」
林
信
夫
・
新

田
一
郎
編
『
法
が
生
ま
れ
る
と
き
』（
創
文
社
）、
三
〇
一－

三
一
〇
頁

長
谷
川
晃
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
〈
多
形
的
〉
統
合
」
劉
幸
義
編
『
法
学
理
論

與
文
化
』（
新
学
林
出
版
）、
二
一
九－

二
三
五
頁
（
同
中
国
語
訳
二
三

七－

二
四
八
頁
）

二
〇
〇
九
年

長
谷
川
晃
「
自
由
の
背
面
」
大
野
達
司
ほ
か
編
『
公
共
空
間
に
お
け
る
個

の
自
律
』（
風
行
社
）、
三－

二
九
頁

K
o H

asegaw
a, “Incorporating F

oreign L
aw

 through 

T
ranslation” A

ndrew
 H

alpin et al. eds., T
heorizing the 

G
lobal Legal O

rder, H
art Publishing, pp.85-106

K
o H

asegaw
a, “B

etw
een R

ights and ‘K
enri’” E

. C
ashin-

Retaine, ed., Legal E
ngineering and Com

parative Law
, V

ol.2, 

Schulthess, pp.87-103

二
〇
一
〇
年

K
o H

asegaw
a, “T

he Idea of E
nlightened Localism

 and the 

Polym
orphic Integration of A

inu” C
om

parative Sociology, 

N
o.9, pp.663-685 

長
谷
川
晃
「〈
リ
ー
ガ
ル
・
ガ
バ
ニ
ン
グ
〉
の
観
念
」
新
世
代
法
政
策
学
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研
究
六
号
、
二
五
五－

二
八
四
頁

長
谷
川
晃
「
法
と
経
済
学
を
め
ぐ
る
法
観
念
の
相
剋
」
宇
佐
美
誠
編
『
法

学
と
経
済
学
の
あ
い
だ
』（
勁
草
書
房
）、
二
一－

四
三
頁

二
〇
一
一
年

長
谷
川
晃
「
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
リ
ー
ガ
リ
テ
ィ
論
」
宇
佐
美
誠
・
濱
真
一

郎
編
『
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
』（
勁
草
書
房
）、
六
七－

八
六
頁

長
谷
川
晃
「
平
等
・
憲
法
・
原
理
」
同
上
『
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
』、
二
一
五

－

二
二
二
頁

長
谷
川
晃
「
二
一
世
紀
の
法
の
概
念
」
法
の
理
論
三
〇
号
、
六
五－

八
二

頁

K
o H

asegaw
a, “H

ow
 C

an Law
 H

old H
ope in C

ultural 

C
om

plexity? —
—

C
ritical C

om
m

ents on Prof. A
nnelise 

Riles’ V
iew

 of Law
 and Culture” (http://m

eridian-180.org/

node/246)

二
〇
一
二
年

長
谷
川
晃
「
法
的
世
界
の
成
り
立
ち
」・「
法
と
権
利
保
障
」・「
諸
法
の
相

互
関
係
と
法
の
解
釈
」
道
幸
哲
也
・
加
藤
智
章
編
著
『
新
訂 

市
民
社

会
と
法
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
）、
第
一
・
二
・
三
章

長
谷
川
晃
編
『
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
序
説
─
異
法
融
合
の
秩
序
学
』（
北
海

道
大
学
出
版
会
）

長
谷
川
晃
「
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
と
法
的
観
念
の
翻
訳
」
同
上
『
法
の
ク
レ

オ
ー
ル
序
説
─
─
異
法
融
合
の
秩
序
学
』、
一－

三
二
頁

長
谷
川
晃
「
文
化
的
異
質
性
の
中
の
法
形
成
」
陳
起
行
・
江
玉
林
他
編
『
後

継
受
時
代
的
東
亜
法
文
化
』（
元
照
出
版
社
）、
二
五－

三
七
頁

二
〇
一
三
年

長
谷
川
晃
「［
書
評
］：
現
代
法
の
変
容
」
書
斎
の
窓
六
二
七
号
、
五
六－

六
〇
頁

二
〇
一
四
年

長
谷
川
晃
「
規
範
理
論
と
実
証
研
究
と
の
接
合
可
能
性
に
つ
い
て
」
北

大
社
会
科
学
実
験
セ
ン
タ
ー
・
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ぺ
ー
パ
ー N

o. 142 

(http://lynx.let.hokudai.ac.jp/cerss/w
orkingpaper.htm

l)

長
谷
川
晃
「
異
法
融
合
の
秩
序
学
」
東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー

『
国
際
哲
学
研
究 

別
冊
四
：〈
法
〉
の
移
転
と
変
容
』、
七－

一
五
頁

K
o H

asegaw
a, “Getting through N

ational Responsibility tow
ard 

G
lobal Justice” A

rchiv für R
echts-und Sozialphilosophie, 

Beiheft 139: H
um

an Rights and Global Justice, pp.81-87
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長
谷
川
晃【
共
編
著
】『
ブ
リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
法
哲
学（
第
二
版
）』（
信
山
社
）

二
〇
一
五
年

K
o H

asegaw
a, “N

orm
ative T

ranslation in the H
eterogeneity 

of Law
”, T

ransnational Legal T
heory, V

ol.6: 3-4, pp.501-517 

(http://dx.doi.org/10.1080/20414005.2015.1126111)

二
〇
一
六
年

K
o H

asegaw
a, “T

he D
ynam

ics of ‘C
onfluence’ in a Legal 

System
—

Com
m

ents on H
. Patrick Glenn’s Insights on Legal 

T
raditions”, T

ransnational L
egal T

heory, V
ol.7: 1, pp.1-8 

(http://dx.doi.org/10.1080/20414005.2016.1170472)

K
o H

asegaw
a, “T

he A
rctic as C

om
m

on G
ood”, D

aw
id 

Bunikow
ski, ed., Philosophy of Law

 in the A
rctic, Rovaniem

i, 

pp.32-38 (E-book, http://w
w

w
.uarctic.org/m

edia/1596499/tn-

arctic-law
-_-bunikow

ski-_-philosophy-of-law
-in-the-arctic.pdf)

長
谷
川
晃
「
法
の
混
成
的
妥
当
」、
角
田
猛
ほ
か
編
『
法
理
論
を
め
ぐ
る

現
代
的
諸
問
題
』（
晃
洋
書
房
）、
二
〇
三－

二
一
一
頁
。

二
〇
一
七
年

K
o H

asegaw
a, “H

ow
 to D

eal w
ith the M

ultiplicity of Law
”

（A
rchiv für R

echts- und Sozialphilosophie, B
eiheft 152: 

Insights about the N
ature of Law

 from
 H

istory, pp.97-104

K
o H

asegaw
a, “Interactive Reason in Law

” (Shortly published 

in A
rchiv für R

echts- und Sozialphilosophie, 2017)

K
o H

asegaw
a, “T

he Fabric of N
orm

ative T
ranslation in Law

”

(Shortly published in the Com
m

em
orative Essays for the 

late H
. Patrick Glenn, Cam

bridge U
niversity Press, 2017)

［
翻
訳
］

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
『
認
識
と
幻
想
』（
木
鐸
社
、一
九
八
四
年
）

［
共
訳
］

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｅ
・
ハ
ー
ゲ
ッ
ト
「
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
思
考
の

諸
傾
向
」
北
大
法
学
論
集
三
五
巻
五
号
、
六
四
二－

六
一
九
頁
（
一
九

八
五
年
）

ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ズ
『
自
由
と
権
利
』（
勁
草
書
房
、一
九
九
六
年
）［
共
訳
］

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
グ
レ
ッ
グ
「
不
確
定
的
な
世
界
に
お
け
る
社
会
批
判
の

可
能
性（
一
）」北
大
法
学
論
集
五
〇
巻
三
号
、二
三
五－

二
五
六
頁（
一

九
九
九
年
）［
共
訳
］
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ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
グ
レ
ッ
グ
「
不
確
定
的
な
世
界
に
お
け
る
社
会
批
判
の

可
能
性
（
二
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
五
〇
巻
四
号
、
三
三
五－

三
六

五
頁
（
一
九
九
九
年
）［
共
訳
］

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ウ
ル
フ
「
不
利
へ
の
対
処
と
人
間
の
善
」
北
大
法
学
論
集

五
七
巻
一
号
、
四
二
四－

四
〇
三
頁
（
二
〇
〇
六
年
）［
共
訳
］

・
エ
リ
ッ
ク
・
ヤ
マ
モ
ト
「
正
義
の
実
現
に
よ
る
社
会
的
平
癒
」
北
大
法

学
論
集
五
九
巻
四
号
、三
四
二－

三
一
六
頁
（
二
〇
〇
八
年
）［
共
訳
］

［
学
会
・
研
究
会
報
告
］

一
九
八
四
年

北
大
法
学
会
・
報
告
「
規
範
的
正
当
化
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
若
干
の

考
察
」

日
本
法
哲
学
会
・
報
告
「
法
的
正
当
化
の
構
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

一
九
八
八
年

北
大
法
学
会
・
報
告
「
平
等
・
人
格
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
─
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
平
等
論
を
め
ぐ
っ
て
」

一
九
九
二
年

日
本
法
社
会
学
会
・
報
告
「
法
に
お
け
る
解
釈
的
転
回
（the interpretive 

turn

）」

一
九
九
三
年

北
大
思
想
史
研
究
会「［
書
評
］Ｍ
・
サ
ン
デ
ル『
自
由
主
義
と
そ
の
限
界
』」

日
本
法
哲
学
会
・
コ
メ
ン
ト
「
実
践
的
推
論
と
『
法
と
経
済
学
』
へ
の
コ

メ
ン
ト
」

一
九
九
四
年

北
大
英
米
法
研
究
会
・
報
告「
明
文
に
な
い
権
利
の
正
当
化
を
め
ぐ
っ
て
」

日
本
法
哲
学
会
・
報
告
「〈
秩
序
あ
る
市
場
〉
の
法
」

一
九
九
九
年

第
三
回
東
ア
ジ
ア
法
哲
学
会（
ソ
ウ
ル
）・
報
告「
ア
ジ
ア
法
の
普
遍
的
形
成
」

二
〇
〇
一
年

北
大
法
学
研
究
科
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

〈
体
制
改
革
と
し
て
の
司
法
改
革
を
考
え
る
〉・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

北
大
法
学
研
究
科
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
法
学

教
育
の
こ
れ
か
ら
─
学
ぶ
側
の
視
点
か
ら
考
え
る
〉・
パ
ネ
リ
ス
ト

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
コ
メ
ン
ト「
法
的
推
論
研
究
の
近
況
」
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国
立
台
湾
大
学
法
律
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
（
台
湾
）・
報
告 “T

he Idea 

of Rights in Japan”

T
he 4th E

ast A
sian Jurisprudence C

onference (H
ong 

K
ong)･ L

ecture “T
he P

erm
eation of V

alues and the 

T
ransform

ation of Law
 in A

sian Societies”

北
大
法
学
研
究
科
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

〈
法
形
成
に
お
け
る
立
憲
的
合
意
の
意
義
〉
報
告 “T

he Perm
eation 

of V
alues and the T

ransform
ation of Law

 in Japan”

日
本
学
術
会
議
基
礎
法
研
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
法
曹
養
成
と
基
礎
法
学
〉

報
告
「
法
解
釈
と
正
義
論
─
法
哲
学
の
視
角
か
ら
─
」

日
本
学
術
会
議
第
二
部
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
日
本
社
会
の
変
容
と
教
育

の
将
来
〉報
告
「
地
域
教
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

二
〇
〇
二
年

U
niversity of W

isconsin Law
 School (U

SA
)

・Lunch T
alk 

“Philosophy of Law
 from

 a Japanese Perspective”

U
niversity of W

isconsin L
aw

 School 

・Special G
roup 

D
iscussion “Beauty in Law

”

関
西
法
理
学
研
究
会
・
報
告
「
多
元
的
自
我
と
リ
ベ
ラ
ル
な
法
共
同
体
」

T
he 14th W

orld Congress of Com
parative Law

 (Brisbane)

・

N
ational Report “T

he Structuration of Law
 and Its W

orking 

in the Japanese Legal System
”

二
〇
〇
三
年

民
科
法
律
部
会
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
憲
法
と
民
法
〉・
コ
メ
ン
ト

北
大
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
〈
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
国

際
拠
点
形
成
〉
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
コ
メ
ン
ト

関
西
大
学
重
点
領
域
研
究
〈
規
範
学
の
再
構
築
〉
研
究
会
・
報
告
：「〈
均

し
い
自
由
〉
の
規
範
伝
統
」

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告「〈
等
し
い
自
由
〉の
規
範
的
伝
統
」

北
大
法
学
研
究
科
法
形
成
論
ラ
ン
チ
ォ
ン
・
報
告
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
哲

学
の
現
況
」

二
〇
〇
四
年

北
大
法
学
研
究
科
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
〈
セ
ン
タ
ー
・
イ
ブ
ニ

ン
グ
・
セ
ミ
ナ
ー
〉・
講
演
「
正
義
感
覚
を
考
え
る
」

一
橋
大
学
経
済
研
究
所
現
代
規
範
理
論
研
究
会
・
報
告「〈
法
と
市
場
の
間
〉

再
考
」

同
志
社
大
学
法
学
部
法
哲
学
セ
ミ
ナ
ー
・
報
告
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
哲
学

の
現
況
」
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科
研
特
定
領
域
研
究
〈
地
球
温
暖
化
問
題
を
め
ぐ
る
世
代
間
衡
平
性
と
負

担
原
則
〉
研
究
会
・
報
告
「
共
通
善
・
時
間
・
責
任
」

北
大
法
学
研
究
科
高
等
法
政
教
育
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
法
と
社
会

の
共
変
化
〉・
報
告 “T

he Creole of Law
 and Connected Critic”

横
浜
国
立
大
学
国
際
社
会
科
学
研
究
科
〈
分
配
的
正
義
の
経
済
理
論
・
政

治
思
想
お
よ
び
政
策
〉

研
究
会
・
報
告
：“H

um
an W

ell-being, Public Provision, and M
arket”

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
〈
開
か
れ
た

政
治
経
済
制
度
の
構
築
〉・
報
告
「
公
正
な
法
と
そ
の
公
共
性
─
一
つ

の
素
描
─
」

T
he 7th W

orld Congress of International A
ssociation of Social 

C
hoice and W

elfare—
Session on D

istributive Justice

・

Lecture “H
um

an W
ell-being and Public Provision”

T
he Roundtable for Jurisprudence in the 21st Century East 

A
sia

・Lecture “H
ow

 Should W
e Care about Law

 in East 

A
sia?”

第
五
六
回
公
共
哲
学
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
〈
将
来
世
代
・
自
他
・
公
共
世
界
〉・

発
題
「
共
通
善
・
公
共
善
・
私
的
善
」

法
制
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
法
の
生
ま
れ
る
と
き
〉・
コ
メ
ン
ト

科
研
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）〈
競
争
秩
序
へ
の
多
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
〉・
報
告

「
法
と
市
場
の
間
」

二
〇
〇
五
年

京
都
大
学
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
二
一
世
紀
の

新
し
い
法
秩
序
〉・
報
告
「
法
的
空
間
の
多
元
重
層
性
」

日
本
法
社
会
学
会
・
分
科
会
〈
承
認
の
政
治
と
法
主
体
〉・
報
告 

「
主
体
・

正
義
・
法
─
〈
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
〉
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」

北
大
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
〈
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
国

際
拠
点
形
成
〉
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
台
北
）・
報
告 “T

he D
eep 

Context of the Intellectual Property Rights for Indigenous 

People”

日
本
法
哲
学
会〈
統
一
テ
ー
マ「
現
代
に
お
け
る
法
の
支
配
」〉・
報
告「〈
法

の
支
配
〉
と
い
う
規
範
伝
統
」

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告
「
規
範
衝
突
の
解
釈
学
」

神
戸
大
学
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
会
・
報
告
「
市
場
の
法
と

理
論
に
つ
い
て
の
法
哲
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」

法
政
大
学
法
科
大
学
院
ク
リ
ニ
ッ
ク
研
究
会
・
講
演「
法
思
考
と
正
義
論
」

科
研
費
基
盤
研
究（
Ｓ
）〈
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
と
主
体
的
法
形
成
〉研
究
会
・

報
告
「〈
法
の
ク
レ
オ
ー
ル
〉
の
概
念
」
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二
〇
〇
六
年

北
大
法
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
〈
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
国

際
拠
点
形
成
〉
研
究
会
・
報
告
「
先
住
民
の
知
的
財
産
保
護
の
哲
学
的

文
脈
」

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告
「
法
の
伝
播
／
拡
散
（D

iffusion 

of Law

）
を
め
ぐ
っ
て
」

二
〇
〇
七
年

U
niv. of W

ales Sw
ansea School of Law

 Lunchtim
e D

iscussion 

“Globalization and Law
 from

 M
y Research Perspective”

北
大
法
学
研
究
科
法
形
成
論
ラ
ン
チ
ォ
ン
報
告
：「
法
理
論
と
法
実
践
を

つ
な
ぐ
諸
階
梯
─
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
近
著
か
ら
─
」

日
台
法
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
台
北
）・
報
告「
ア
イ
ヌ
民
族
の〈
多
形
的
〉

統
合
」

国
立
台
湾
大
学
法
律
学
院
〈
文
化
・
法
律
・
社
会
〉
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
台

北
）・
報
告
（
一
）“T

he D
igression of Freedom

”; (2) “O
n the 

Context in Law
”

二
〇
〇
八
年

International Conference on T
heorizing Global Legal O

rder 

(Sw
ansea, U

K
)

・Lecture “Incorporating F
oreign Law

 

through T
ranslation”

国
立
台
湾
大
学
法
律
学
院〈
文
化
・
法
律
・
社
会
〉シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
台
北
）・

報
告 “Interpretive Rem

arks on the Idea of Rights in Japan”

T
he 25th A

nniversary Sym
posium

 of Sw
iss Institute of 

C
om

parative Law
 (Lausanne)

・Lecture “B
etw

een R
ights 

and ‘K
enri’”

日
本
法
哲
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〈
東
ア
ジ
ア
の
法
文
化
：
そ
の
多
元
重

層
性
〉・
報
告
「
法
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
法
多
元
主
義
」

二
〇
〇
九
年

T
he 24th W

orld C
ongress of International A

ssociation of 

Legal and Social Philosophy Special W
orkshop on “M

ultiple 

Legal Culture in East A
sia” 

（
北
京
） “A

pproach to M
ultiple 

Legal Culture and the Idea of Legal Pluralism
”

日
本
法
哲
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〈
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
法
哲

学
〉・
コ
メ
ン
ト

北
大
法
学
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
報
告
「
多
元

分
散
的
な
法
的
統
御
を
め
ぐ
る
法
哲
学
的
諸
問
題
」

関
西
大
学
法
学
研
究
所
特
別
セ
ミ
ナ
ー
〈
Ｅ
Ｕ
統
合
と
ト
ル
コ
〉・
コ
メ
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ン
ト

東
京
工
業
大
学
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）〈
法
と
経
済
学
の
総
合
的
研
究
〉

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
「
法
と
経
済
学
を
め
ぐ
る
法
観
念
の
相
剋
」

二
〇
一
〇
年

関
西
大
学
人
権
講
演
会
・
講
演
「
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
共
生
を
目
指
し
て
─

法
理
論
の
視
点
か
ら
─
」

札
幌
日
本
医
療
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
協
会
講
演
会
・
講
演
「
医
療
に
お
け
る

正
義
と
ケ
ア
の
倫
理
」

二
〇
一
一
年

日
仏
会
館
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
な
法
と
グ
ロ
ー
バ
ル
法

理
論
〉・
報
告 “A

nchoring N
orm

ative Spaces in Global Legal 

O
rder”

第
一
〇
回
Ｉ
Ｖ
Ｒ
神
戸
記
念
レ
ク
チ
ャ
ー
・
東
京
セ
ミ
ナ
ー
〈
グ
ロ
ー

バ
ル
な
正
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
〉・
コ
メ
ン
ト “Getting through 

N
ational R

esponsibility tow
ard G

lobal Justice” C
hinese 

U
niversity of H

ong K
ong C

om
parative Legal C

ulture 

Sem
inar (H

ong K
ong)

・ Lecture “T
ranslation of N

orm
ative 

Ideas in the H
eterogeneity of Law

”

Chinese U
niversity of H

ong K
ong Lunch T

im
e Sem

inar (H
ong 

K
ong)

・Lecture “Legal Philosophy in Japan T
oday, A

 

Sketch of Its T
ransform

ation after W
W

II”

国
立
台
湾
大
学
法
律
学
院
法
文
化
論
セ
ミ
ナ
ー
（
台
北
）・
報
告 

“N
orm

ative T
ranslation in the H

eterogeneity of Law
”

二
〇
一
二
年

第
八
回
東
ア
ジ
ア
法
哲
学
会
（
台
北
）・
基
調
講
演
「
異
質
性
の
中
の
法

形
成
─
─
ク
レ
オ
ー
ル
論
的
視
点
か
ら
」

日
仏
会
館
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〈
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

新
た
な
規
範
空
間
〉・
コ
メ
ン
ト

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告
「
ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
サ
ー
ル
の
社

会
存
在
論
」

北
大
文
学
研
究
科
異
分
野
融
合
研
究
推
進
事
業
研
究
会
・
報
告
「
道
徳
的

主
体
性
の
位
置
」

神
戸
大
学
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）〈
公
法
学
か
ら
の
市
民
社
会
へ
の
学

際
的
・
構
成
主
義
的
接
近
〉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
コ
メ
ン
ト

二
〇
一
三
年

T
he 3rd M

eeting of East A
sian Law

 and Society Conference 
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Special W
orkshop on the M

eridian 180 

（
上
海
）・Lecture 

“T
heorizing Law

 in Cross-cultural Setting”

東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
法
の
移
転
と

変
容
〉・
基
調
講
演
「
異
法
融
合
の
秩
序
学
」

コ
ー
ネ
ル
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
中
国
清
華
大
学
法
学
院
共
同
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
比
較
法
─
転
成
と
革
新
〉（
北
京
）・

基
調
講
演 “N

orm
ative T

ranslation in the H
eterogeneity of 

Law
”

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
〈
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉」

東
京
大
学
文
学
研
究
科
異
分
野
融
合
研
究
推
進
事
業
成
果
発
表
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
・
報
告
「
規
範
的
判
断
と
経
験
的
実
証
」

二
〇
一
四
年

T
he 24th W

orld Congress of Com
parative Law

 Special Session on 

the D
ynam

ics of Language in Com
parative Law

 (W
ien) 

・

Com
m

ent

二
〇
一
五
年

北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告 “Interactive Reason in 

Law
” 

T
he 26th W

orld C
ongress of International A

ssociation of 

Legal and Social Philosophy Plenary Lecture (W
ashington 

D
C, U

SA
) “Interactive Reason in Law

”

T
he 4th M

eeting of E
ast A

sian Law
 and Society Special 

W
orkshop on Law

 as T
ranslation 

（
東
京
）・Lecture “Law

 as 

T
ranslation”

二
〇
一
六
年

同
志
社
大
学
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）〈
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ー

の
法
理
論
〉
研
究
会
・
コ
メ
ン
ト

二
〇
一
七
年

T
he 2017 T

aiw
an Legal H

ybridity W
orkshop at A

cadem
ia 

Sinica (T
aipei)

・Lecture “N
orm

ative T
ranslation as the 

D
rive of Legal H

ybridity”
北
大
法
学
研
究
科
法
理
論
研
究
会
・
報
告
「
解
釈
主
義
的
法
理
論
と
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ー
─
一
つ
の
展
望
─
」



北法68（5・196）1248

［
共
同
研
究
（
研
究
代
表
者
）］

二
〇
〇
三
～
〇
五
年　

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
文
化
の
ク
レ
オ
ー

ル
と
法
の
構
造
化
」

二
〇
〇
五
～
〇
九
年　

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｓ
）「〈
法
の
ク
レ
オ
ー

ル
〉
と
主
体
的
法
形
成
の
研
究
」

二
〇
〇
六
～
〇
八
年　

国
立
台
湾
大
学
法
律
学
院
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
東
ア
ジ
ア
の
人
権
法
文
化
」（
共
同
代
表
者
）

二
〇
〇
七
～
〇
八
年　

T
heorizing G

lobal Legal O
rder Project 

(Sw
ansea U

niversity School of Law
, U

K
) 

（
共
同
主
催
者
）

［
社
会
貢
献
・
社
会
活
動
等
］

一
九
九
八
年
～
現
在　
　
　

日
本
法
哲
学
会
理
事

一
九
九
八
～
二
〇
〇
二
年　

ア
イ
ヌ
北
海
道
会
議
委
員

二
〇
〇
五
～
〇
八
年　
　
　

日
本
法
哲
学
会
企
画
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
六
～
一
二
年　
　
　

日
本
学
術
会
議
連
携
会
員

二
〇
一
一
～
一
五
年　
　
　

 

日
本
法
哲
学
会
年
報
書
評
委
員
・
学
術
奨
励

賞
審
査
委
員

二
〇
一
二
～
一
四
年　
　
　

 

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
科
大
学
院
認

証
評
価
部
会
委
員

二
〇
一
四
～
一
五
年　
　
　

 

北
海
道
ア
イ
ヌ
生
活
向
上
推
進
方
策
検
討
会

議
委
員
長

二
〇
一
七
年
～
現
在　
　
　

北
海
道
青
少
年
科
学
文
化
財
団
理
事
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